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報第１１号 

 

損害賠償の額の決定の専決処分について 

 

損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定

により、下記のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

平成２４年１２月３日提出 

 

高山市長  國 島  芳 明   

  

記 

 

No. 項  目 内    容 

１ 

発見時期・場所 
平成２３年２月７日  

高山市国府町広瀬町１２８０番地１（旧国府支所敷地内） 

事故の概要 
除雪により集積した雪の重みで破損した屋外灯油配管からの灯油

漏れ事故 

相 手 方 
 

 

被害の状況 井戸水の灯油汚染 

被害総額・市の過失割合 ６９３，２８６円・１００分の１００ 

賠 償 金 ６９３，２８６円 

 
内

訳 

保 険 金 ６９３，２８６円 

一般財源 ０円 

専決年月日 平成２４年１１月６日 地方自治法第１８０条第１項 

２ 

発生時期・場所 
平成２４年５月２７日 午前７時３０分頃 

高山市久々野町無数河８１８番地１先（市道橋場２２号線） 

事故の概要 
市道走行中の公用車と久々野体育館駐車場から市道に出ようとし

た車両との接触事故 

相 手 方 
 

 

事故の種類 人 身 物 損（右フロントドライブシャフト等） 

被害総額・市の過失割合 ― ４１０，５００円・１００分の５０ 

賠 償 金 ― ２０５，２５０円 

 
内

訳 

保 険 金 ― ２０５，２５０円 

一般財源 ― ０円 

専決年月日 平成２４年１０月９日 地方自治法第１８０条第１項 

 



２ 

 

 

 

No. 項  目 内    容 

３ 

発生時期・場所 
平成２４年８月３１日 午後２時頃 

高山市国府町三川１２０２番地５（介護老人保健施設香蘭荘駐車場内） 

事故の概要 消防ポンプ自動車と駐車中の車両との接触事故 

相 手 方 
              

       

事故の種類 人 身 物 損（左フロントドア等） 

被害総額・市の過失割合 ― １１３，６８１円・１００分の１００    

賠 償 金 ― １１３，６８１円 

 内訳 
保 険 金 ― １１３，６８１円 

一般財源 ― ０円 

専決年月日 平成２４年１０月１７日 地方自治法第１８０条第１項 

 
 


